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示

福
井
県
告
示
第
９
６
９
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

４
５
年
法
律
第
１
３
７
号
）
第
１
５
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
設
置
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

１
５
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。

な
お
、
こ
の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
お
よ

び
福
井
市
に
お
い
て
、
平
成
１
８
年
１
２
月
１
６
日

か
ら
平
成
１
９
年
１
月
１
５
日
ま
で
の
１
か
月
間
、

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
申
請
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら

び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

ス
ガ
イ
化
学
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
永
岡
雅
次

和
歌
山
市
宇
須
４
丁
目
４
番
６
号

２
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

福
井
市
石
橋
町
２
９
字
北
浜
７
５
番
４

３
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
４
６
年
政
令
第
３
０
０
号
）
第
７
条
第

５
号
に
掲
げ
る
廃
油
の
焼
却
施
設
お
よ
び
同
施
行

令
第
７
条
第
１
３
の
２
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物

の
焼
却
施
設

４
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産

業
廃
棄
物
の
種
類

廃
油
、
廃
ア
ル
カ
リ

５
申
請
年
月
日

平
成
１
８
年
１
１
月
８
日

６
縦
覧
場
所

�
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
安
全
環
境
部
廃
棄
物
対
策
課

�
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
０
番
１
号

福
井
市
市
民
生
活
部
環
境
事
務
所
清
掃
清
美

課

７
利
害
関
係
者
か
ら
の
意
見

当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利

害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
福
井
県
知
事
に
生
活
環

境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

�
意
見
書
の
提
出
期
限

平
成
１
９
年
１
月
２
９
日

�
意
見
書
の
提
出
先

福
井
市
西
木
田
２
丁
目
８
－
８

福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

環
境
廃
棄
物
対
策
課

�
記
載
事
項

意
見
書
に
は
、
生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か

ら
の
意
見
と
と
も
に
氏
名
お
よ
び
住
所
、
対
象

事
業
の
名
称
を
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と

。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
９
７
０
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

４
５
年
法
律
第
１
３
７
号
）
第
１
５
条
の
２
の
５
第

１
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で

、
同
法
第
１
５
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
福
井
県
お
よ

び
福
井
市
に
お
い
て
、
平
成
１
８
年
１
２
月
１
６
日

か
ら
平
成
１
９
年
１
月
１
５
日
ま
で
の
１
か
月
間
、

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
申
請
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら

び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

ダ
イ
ト
ー
ケ
ミ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
村
瀬
千
弘

大
阪
市
鶴
見
区
茨
田
大
宮
３
丁
目
１
番
７
号

２
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

福
井
市
石
橋
町
３
１
字
１
１
８
番

福
井
市
石
橋
町
２
８
字
２
１
４
番

福
井
市
石
橋
町
２
９
字
８
０
番

福
井
市
石
橋
町
３
０
字
３
２
番

３
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
４
６
年
政
令
第
３
０
０
号
）
第
７
条
第

３
号
に
掲
げ
る
汚
泥
の
焼
却
施
設
、
第
７
条
第
５

号
に
掲
げ
る
廃
油
の
焼
却
施
設
、
第
７
条
第
１
３

の
２
号
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

４
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産

業
廃
棄
物
の
種
類

汚
泥
、
廃
油
、
廃
ア
ル
カ
リ
（
特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
を
含
む
）

５
申
請
年
月
日

平
成
１
８
年
１
１
月
２
８
日

６
縦
覧
場
所

�
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
安
全
環
境
部
廃
棄
物
対
策
課

�
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
０
番
１
号

福
井
市
市
民
生
活
部
環
境
事
務
所
清
掃
清
美

課

７
利
害
関
係
者
か
ら
の
意
見

当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利

害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
福
井
県
知
事
に
生
活
環

境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

�
意
見
書
の
提
出
期
限

平
成
１
９
年
１
月
２
９
日

�
意
見
書
の
提
出
先

第 １７９６ 号
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福
井
市
西
木
田
２
丁
目
８
－
８

福
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

環
境
廃
棄
物
対
策
課

�
記
載
事
項

意
見
書
に
は
、
生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か

ら
の
意
見
と
と
も
に
氏
名
お
よ
び
住
所
、
対
象

事
業
の
名
称
を
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と

。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
９
７
１
号

介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）
第

５
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
１
１
５
条
の
９
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
９
７
２
号

漁
業
災
害
補
償
法
第
１
０
４
条
第
２
号
に
掲
げ
る

漁
業
に
係
る
区
域
お
よ
び
区
分
の
決
定
（
平
成
１
５

年
福
井
県
告
示
第
４
５
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

表
中

「

介
護
保
険
事
業
者
番
号

１８１０１２０５１７

事
業
開
始
年
月
日

平
成
１８
年
１２
月
１
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
介
護
予
防

短
期
入
所
療
養
介
護

指
定
年
月
日

平
成
１８
年
１２
月
１
日

事
業
の
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

理
事
長

岩
城

和
男

福
井
市
三
十
八
社
町
１０‐８

開
設
者
の
名
称
お
よ
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

医
療
法
人

い
わ
き
医
院

福
井
市
三
十
八
社
町
１０‐８

事
業
所
の
所
在
地

福
井
市
三
十
八
社
町
１０
－
８

事
業
所
の
名
称

い
わ
き
医
院

１
大
型
定
置
漁
業

２
主
と
し
て
小
型
定
置
漁
業
を
営
む
漁
業
で
あ

っ
て
、
丹
生
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
者
が
営

む
漁
業

３
主
と
し
て
小
型
定
置
漁
業
を
営
む
漁
業
で
あ

っ
て
、
菅
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
者
が
営

丹
生
漁
業
協

同
組
合
、
菅

浜
漁
業
協
同

組
合
、
美
浜

漁
業
協
同
組

合
お
よ
び
日

美
浜
町

加
入
区
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改
め
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
９
７
３
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）

第
８
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土

む
漁
業

４
主
と
し
て
小
型
定
置
漁
業
を
営
む
漁
業
で
あ

っ
て
、
美
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
者
が
営

む
漁
業

５
小
型
定
置
漁
業
で
あ
っ
て
、
日
向
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
の
者
が
営
む
漁
業

６
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
丹
生
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
２
に
掲
げ
る
漁

業
以
外
の
漁
業

７
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
菅
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
３
に
掲
げ
る
漁

業
以
外
の
漁
業

８
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
美
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
４
に
掲
げ
る
漁

業
以
外
の
漁
業

９
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
日
向
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
主
と
し
て
は
え

な
わ
漁
業
を
営
む
漁
業

１０
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
日
向
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
主
と
し
て
さ
し

網
漁
業
を
営
む
漁
業

１１
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
日
向
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
９
お
よ
び
１
０

に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

向
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

の
区
域

１
大
型
定
置
漁
業

２
主
と
し
て
小
型
定
置
漁
業
を
営
む
漁
業
で
あ

っ
て
、
旧
丹
生
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
者
が

営
む
漁
業

３
主
と
し
て
小
型
定
置
漁
業
を
営
む
漁
業
で
あ

美
浜
町
漁
業

協
同
組
合
の

地
区
の
区
域

美
浜
町

加
入
区

っ
て
、
旧
菅
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
者
が

営
む
漁
業

４
主
と
し
て
小
型
定
置
漁
業
を
営
む
漁
業
で
あ

っ
て
、
旧
美
浜
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
者
が

営
む
漁
業

５
小
型
定
置
漁
業
で
あ
っ
て
、
旧
日
向
漁
業
協

同
組
合
の
地
区
の
者
が
営
む
漁
業

６
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
旧
丹
生
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
２
に
掲
げ
る

漁
業
以
外
の
漁
業

７
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
旧
菅
浜
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
３
に
掲
げ
る

漁
業
以
外
の
漁
業

８
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
旧
美
浜
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
４
に
掲
げ
る

漁
業
以
外
の
漁
業

９
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
旧
日
向
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
主
と
し
て
は

え
な
わ
漁
業
を
営
む
漁
業

１０
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
旧
日
向
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
主
と
し
て
さ

し
網
漁
業
を
営
む
漁
業

１１
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
漁
業
で
あ
っ
て
、
旧
日
向
漁
業
協
同
組
合
の

地
区
の
者
が
営
む
漁
業
の
う
ち
、
９
お
よ
び
１

０
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

を

に

」

」
「
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地
改
良
事
業
敦
賀
地
区
（
奥
野
工
区
）
に
係
る
換
地

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
８
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し

、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

２
縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
１
８
年
１
２
月
１
９
日
か
ら

平
成
１
９
年
１
月
２
３
日
ま
で

３
縦
覧
に
供
す
る
場
所

敦
賀
市
役
所公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

７
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
１
８
年
１
２
月
１
日

２
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
等

�
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
奥
越
Ｅ
Ｍ
環
境
浄
化

の
会

�
代
表
者
の
氏
名

小
林
貢

�
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
大
野
市
高
砂
町
１
５
番
１
０
号

�
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
農
、
食
、
環
境
を
生

産
者
が
一
緒
に
考
え
行
動
し
、
有
機
循
環
型
地

域
づ
く
り
を
促
進
し
、
自
然
の
営
み
を
尊
び
、

地
場
農
産
物
の
地
場
消
費
事
業
・
花
い
っ
ぱ
い

運
動
の
展
開
と
普
及
事
業
な
ど
を
行
い
、
環
境

の
保
全
と
明
る
い
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

３
縦
覧
に
供
す
る
期
間
お
よ
び
場
所

�
縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
１
８
年
１
２
月
１
日
か
ら
平
成
１
９
年

１
月
３
１
日
ま
で

�
縦
覧
に
供
す
る
場
所

福
井
県
総
務
部
男
女
参
画
・
県
民
活
動
課
ふ

く
い
県
民
活
動
セ
ン
タ
ー
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

７
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
１
８
年
１
２
月
５
日

２
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
等

�
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
マ
イ
ル
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
さ
か
い

�
代
表
者
の
氏
名

田
崎
健
治

�
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
坂
井
市
坂
井
町
東
第
２
４
号
２
２
番

地

�
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
お
い
て
障
害
児
・
者

に
対
し
て
、
同
じ
よ
う
な
困
難
や
悩
み
を
も
っ

て
い
る
人
同
志
が
自
主
的
に
集
い
、
情
報
・
体

験
・
感
情
を
共
有
し
合
い
、
本
人
・
親
・
グ
ル

ー
プ
・
地
域
で
の
新
し
い
進
み
方
や
生
き
方
を

探
り
、
実
現
し
て
ゆ
く
こ
と
を
通
し
て
社
会
の

幸
福
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

。

３
縦
覧
に
供
す
る
期
間
お
よ
び
場
所

�
縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
１
８
年
１
２
月
５
日
か
ら
平
成
１
９
年

２
月
４
日
ま
で

�
縦
覧
に
供
す
る
場
所

福
井
県
総
務
部
男
女
参
画
・
県
民
活
動
課
ふ

く
い
県
民
活
動
セ
ン
タ
ー
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

４
５
年
法
律
第
１
３
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
１
９
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
生
活
環
境

保
全
上
の
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
命
ず
べ
き
処
分

者
等
（
同
項
に
規
定
す
る
処
分
者
等
を
い
う
。
）
の

す
べ
て
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
法
第

１
９
条
の
８
第
１
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
講
ず
べ
き
措
置
の
内
容
お
よ
び
履
行
期
限

�
福
井
県
越
前
市
安
養
寺
町
１
４
１
字
奥
蛇
谷

２
５
番
地
３
他
１
筆
に
所
在
す
る
倉
庫
（
以
下

「
本
件
倉
庫
１
」
と
い
う
。
）
内
に
放
置
さ
れ

て
い
る
次
の
ア
お
よ
び
イ
の
も
の
な
ら
び
に
福

井
県
�
江
市
和
田
町
２
５
字
大
門
崎
８
２
番
地

他
５
筆
に
所
在
す
る
倉
庫
（
以
下
「
本
件
倉
庫

２
」
と
い
う
。
）
内
に
放
置
さ
れ
て
い
る
次
の

ア
の
も
の
（
以
下
こ
れ
ら
の
放
置
さ
れ
て
い
る

も
の
を
「
本
件
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
を
法
に

従
い
、
平
成
１
９
年
１
月
２
４
日
ま
で
に
適
正

に
処
理
す
る
こ
と
。

ア
ド
ラ
ム
缶
お
よ
び
フ
レ
コ
ン
バ
ッ
ク
に
入

れ
ら
れ
て
放
置
さ
れ
て
い
る
廃
油
と
廃
酸
の

混
合
物
（
ド
ラ
ム
缶
お
よ
び
フ
レ
コ
ン
バ
ッ

ク
か
ら
漏
れ
出
し
た
も
の
を
含
む
。
）

イ
フ
レ
コ
ン
バ
ッ
ク
に
入
れ
ら
れ
て
放
置
さ

れ
て
い
る
廃
油
と
汚
泥
の
混
合
物
で
あ
る
廃

ス
ラ
ッ
ジ
（
フ
レ
コ
ン
バ
ッ
ク
か
ら
漏
れ
出

し
た
も
の
を
含
む
。
）

�
本
件
倉
庫
１
お
よ
び
２
に
お
け
る
処
理
が
完

了
す
る
ま
で
の
間
、
本
件
廃
棄
物
が
本
件
倉
庫

１
お
よ
び
２
か
ら
飛
散
・
流
出
す
る
こ
と
お
よ

び
地
下
に
浸
透
す
る
こ
と
な
ら
び
に
本
件
廃
棄

物
か
ら
亜
硫
酸
ガ
ス
が
発
散
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

�
平
成
１
８
年
１
２
月
２
５
日
ま
で
に
�
お
よ

び
�
の
措
置
に
着
手
す
る
こ
と
。
こ
の
日
ま
で

に
着
手
し
な
い
場
合
に
は
、
命
じ
た
措
置
を
講

じ
な
い
も
の
と
み
な
す
。

２
報
告
事
項

�
上
記
１
の
措
置
に
関
し
、
実
施
し
よ
う
と
す

る
措
置
の
内
容
、
日
程
、
費
用
お
よ
び
資
金
調

達
に
つ
い
て
記
載
し
た
計
画
書
を
平
成
１
８
年

１
２
月
２
２
日
ま
で
に
、
下
記
４
の
提
出
先
に

提
出
す
る
こ
と
。

�
措
置
に
着
手
す
る
と
き
は
、
事
前
に
下
記
４

の
連
絡
先
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

�
措
置
が
完
了
し
た
と
き
は
、
完
了
し
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
０
日
以
内
に
完
了
報
告

書
（
内
容
は
上
記
�
の
計
画
書
の
記
載
事
項
に

準
ず
る
。
）
を
下
記
４
の
提
出
先
に
提
出
す
る

こ
と
。

３
福
井
県
知
事
に
よ
る
措
置

処
分
者
等
が
１
の
措
置
を
講
じ
な
い
と
き
は
、

福
井
県
知
事
が
法
第
１
９
条
の
８
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
１
の
措
置
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
講
じ
る

こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
同
条
第
２
項
の
規

定
に
よ
り
処
分
者
等
か
ら
当
該
措
置
に
要
し
た
費

用
を
徴
収
す
る
。

４
連
絡
・
提
出
先

〒
９
１
０
－
８
５
８
０

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
―
１

福
井
県
安
全
環
境
部
廃
棄
物
対
策
課
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電
話
０
７
７
６
－
２
０
－
０
３
１
８

監
査
委
員
告
示

福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
１
１
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

１
９
９
条
第
１
項
、
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の
規
定

に
基
づ
き
実
施
し
た
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
を

、
同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。

平
成
１
８
年
１
２
月
１
５
日

福
井
県
監
査
委
員
高
島
寛
正

同
安
居
喜
義

同
井
上
圭
充

同
朝
山
美
樹
雄
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平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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